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令和元年（平成３１年）鎌ケ谷市農業委員会第１２回定例総会議事録 

 

 鎌ケ谷市農業委員会会長浅海博行は、令和元年（平成３１年）鎌ケ谷市農業委員会第１２回定例

総会を鎌ケ谷市総合福祉保健センター４階会議室において開催するにあたり、各委員を招集する。 

１ 日  時 令和元年１２月１２日（木） 午後４時００分 

２ 農業委員  

出席委員 １０名 

２．古川 和昭 委員  ３．石原 和弘 委員  ４．鈴木 一男 委員 

５．山田 芳裕 委員  ６．奥山 喜和子委員  ７．浅海 博行 委員 

８．石井 栄一 委員  ９．時田  將  委員  10．鈴木 有光 委員 

11．川村 誠司 委員 

  農地利用最適化推進委員  

出席委員  ５名 

鈴木 吉夫 委員     澁谷 好治 委員    濵田 光一 委員 

大山  貴  委員     飯田 展久 委員 

３ 事務局出席者 

   事務局長 佐山 佳明 

事務局次長 浅海 一洋 

主任主事 山田  亮 

主任主事 田中 絵美 

４ 会議日程 

・議事録署名委員の指名について 

・議事 

 議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について            ２件 

 議案第２号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について    １件 

 議案第３号 特定生産緑地の指定について                  ４６件 

 議案第４号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について    ３件 

 議案第５号 農地法第３条第２項第５号の下限面積（別段の面積）の設定について １件 

 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について         ２件 

 報告第２号 農地法第４条の規定による転用届出について            １件 

報告第３号 農地法第５条の規定による転用届出について            ５件 

報告第４号 引き続き農業経営を行っている旨の証明について          １件 

５ 開 会     午後４時００分 

浅海 議長   ただいまの出席委員は農業委員が１０名で、推進委員は５名です。定足数に

達しておりますので、令和元年（平成３１年）鎌ケ谷市農業委員会第１２回定

例総会を開会いたします。 
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直ちに、本日の会議を開きます。 

浅海 議長   議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員に 

８番、石井栄一委員 

９番、時田將委員を指名いたします。 

  浅海 議長   お諮りいたします。 

          議案第１号より逐次審議することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声多数あり） 

  浅海 議長   ご異議なしと認め、議案第１号より逐次審議いたします。 

          今回の現地調査班は１班です。石井栄一班長より総括的な報告をお願いいた

します。 

  石井 班長   議長 

  浅海 議長   ８番、石井栄一班長 

  石井 班長   １班の現地調査の報告をいたします。 

          １２月２日午後２時に事務局に集合し、申請内容等の説明を受けた後、班員

４名、浅海会長、時田会長職務代理者、事務局職員３名と共に現地調査を実施

しました。 

          提出された案件は、農地法第５条の規定による許可申請について２件、生産

緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について１件、特定生産緑地

の指定について４６件、相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認

について３件の計５２件です。 

          １班といたしましては、いずれも許可相当と判断いたしましたが、皆様のご

審議の程よろしくお願いいたします。 

          なお、詳細につきましては班員より報告いたします。 

          以上で１班の総括報告を終わります。 

浅海 議長   ありがとうございます。 

それでは、議案第１号農地法第５条の規定による許可申請について、審議番

号１を議題といたします。 

  浅海 議長   事務局に議案の説明をお願いします。 

  山田主任主事  議長 

  浅海 議長   山田主任主事 

  山田主任主事  議案書の３ページをご覧ください。 

         議案第１号農地法第５条の規定による許可申請について、審議番号１でござ

います。 

         申請地は、畑１筆、面積７９３平方メートルです。 

         転用計画は、所有権移転による資材置場用地です。 
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         申請理由は、譲受人は建築業を営んでいますが、事業の拡大に伴い、現在の

資材置場だけでは手狭になってしまったことから、新たな資材置場を計画する

もので、転用計画は適当であるものと思われます。 

         周辺農地への被害防除につきましては、雨水対策として、砂利敷きによる自

然浸透により流出を抑制するとともに、既設ブロック及び波板で周囲を囲むこ

とで土砂等の流出抑制を図ります。 

         農地区分につきましては、半径５００メートル以内に鉄道の駅があることか

ら、第２種農地に該当します。代替性につきましては、申請地は譲受人の自宅

から近く、利便性が良いことから、他の土地では代替えがきかないものと思わ

れます。 

         資金につきましては、自己資金で賄い、金融機関の残高証明書により確認し

ています。 

         関係法令につきましては、ございません。 

         また、信用につきましては、過去に重大な違反行為もなく、問題はないもの

と思われます。 

         以上です。 

  浅海 議長   現地調査の報告を求めます。 

  濵田 委員   議長 

  浅海 議長   濵田光一推進委員 

  濵田 委員   議案第１号農地法第５条の規定による許可申請について、審議番号１の調査

報告をいたします。 

          １２月２日に事務局において申請内容等の説明を受けた後、現地調査及び審

査会を実施しました。 

          申請地は、畑１筆、面積７９３平方メートルの普通畑です。 

          転用計画及び申請理由は事務局説明のとおりです。 

          審査会において、駐車場として利用しているところに設置された鉄製ポール

について確認したところ、撤去するとの回答でした。次に、現況では入口部分

に電柱が立っている点について指摘したところ、電柱は撤去しないので避けて

入口を設置するとの回答でしたので、総会までに土地利用計画図の差し替えを

指示し、計画変更した土地利用計画図を本日確認しました。次に、許可後は速

やかに着工し、使用後は工事完了報告書を提出するとともに、使用を開始して

から６か月後に地目変更を行うよう指導しました。最後に、開発指導室から建

物等の建築はできないこと、道路河川整備課より、区域外への雨水の直接流出

がないこと、道路河川管理課より、Ｕ字溝の横断グレーチングへの布設替えを

検討するとともに、道路及び水路との境界部の構造について説明願いたい旨の

依頼があったことを伝えました。 
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          現地調査及び審査会の結果、許可相当と判断しましたが、皆様のご審議の程

よろしくお願いいたします。 

        以上で報告を終わります。 

  浅海 議長   ありがとうございました。それでは質疑に入ります。 

（「なし」との声多数あり） 

  浅海 議長   なければ、質疑を終了いたします。 

          それでは、採決をいたします。 

          審議番号１について、現地調査班の報告のとおり決定することに、ご異議の

ない方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

  浅海 議長   全員賛成により、審議番号１は可決されました。 

浅海 議長   続きまして、議案第１号農地法第５条の規定による許可申請について、審議

番号２を議題といたします。 

  浅海 議長   事務局に議案の説明をお願いします。 

  山田主任主事  議長 

  浅海 議長   山田主任主事 

  山田主任主事  同じく、議案書の３ページをご覧ください。 

         議案第１号農地法第５条の規定による許可申請について、審議番号２でござ

います。 

         申請地は、畑１筆、面積１，２９１平方メートルの内３７８．７４平方メー

トルです。 

         転用計画は、使用貸借による分家住宅用地です。 

         申請理由は、譲受人が結婚をすることに伴い、実家に隣接する父親の所有地

に分家住宅の建築を計画するもので、転用計画は適当であるものと思われま

す。 

         周辺農地への被害防除につきましては、雨水対策として、敷地内に浸透枡を

設置し雨水の流出を抑制するとともに、農地との隣接部分にブロック３段積み

を設け土砂等の流出抑制を図ります。 

         農地区分につきましては、集団的に存在している農地で、概ね１０ヘクター

ル以上の規模の一団の農地の区域内にある農地であり、第１種農地に該当しま

すが、本件は、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の

日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものであること

から、不許可の例外事由に該当します。 

         資金につきましては、金融機関からの融資を受け、借入事前相談結果通知書

により確認しています。 

         関係法令につきましては、都市計画法に該当しますが、開発許可申請書の写

しにより申請済みであることを確認しています。 
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         また、信用につきましては、過去に重大な違反行為もなく、問題はないもの

と思われます。 

         以上です。 

  浅海 議長   現地調査の報告を求めます。 

  奥山 委員   議長 

  浅海 議長   ６番、奥山喜和子委員 

  奥山 委員   議案第１号農地法第５条の規定による許可申請について、審議番号２の調査

報告をいたします。 

          １２月２日に事務局において申請内容等の説明を受けた後、現地調査及び審

査会を実施しました。 

          申請地は、畑１筆、面積１，２９１平方メートルの内３７８．７４平方メー

トルの普通畑です。 

          転用計画及び申請理由は事務局説明のとおりです。 

          審査会において、土砂等の流出対策として、設置予定のブロック３段積みで

は構造上対応しきれない可能性があるので、再検討願いたい旨お願いしまし

た。次に、残地について今後もしっかり耕作するよう指導すること、また、資

材置場にすると違反転用になる旨を周知しました。最後に、許可後は速やかに

着工し、使用後は工事完了報告書を提出するとともに、地目変更を行うよう指

導しました。 

          現地調査及び審査会の結果、許可相当と判断しましたが、皆様ご審議の程よ

ろしくお願いいたします。 

        以上で報告を終わります。 

  浅海 議長   ありがとうございました。それでは質疑に入ります。 

（「なし」との声多数あり） 

  浅海 議長   なければ、質疑を終了いたします。   

        それでは、採決をいたします。 

          審議番号２について、現地調査班の報告のとおり決定することに、ご異議の

ない方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

  浅海 議長   全員賛成により、審議番号２は可決されました。 

浅海 議長   続きまして、議案第２号生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明願につい

て、審議番号１を議題といたします。 

 浅海 議長   事務局に議案の説明をお願いします。 

  山田主任主事  議長 

  浅海 議長   山田主任主事 

  山田主任主事  議案書の４ページをご覧ください。 
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         議案第２号生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について、

審議番号１でございます。 

         申請地は、畑３筆、合計面積７，９５４平方メートルです。 

         本申請は、生産緑地の買取り申出を行うために提出されたものです。 

         買取り申出事由は、主たる農業従事者の死亡によるものです。 

         買取り申出事由の生じた者が、農業に従事していたことは、農地台帳及び事

情聴取により確認しています。 

          以上です。 

  浅海 議長   現地調査の報告を求めます。 

  澁谷 委員   議長 

  浅海 議長   澁谷好治推進委員 

  澁谷 委員   議案第２号生産緑地に係る主たる従事者についての証明願について、審議番

号１の調査報告をいたします。 

         申請地は、畑３筆、合計面積７，９５４平方メートルの梨畑でした。 

         本申請は、農業従事者の死亡を事由とする生産緑地の買取り申出をするため

に申請されたもので、事務局説明のとおり、買取り申出事由が生じた者は農業

従事者であったことは明らかであり、生産緑地法第１０条の規定に基づく主た

る従事者であったことを証明することは、適当であると思われます。 

         皆様のご審議の程よろしくお願いいたします。 

          以上で報告を終わります。 

  浅海 議長   ありがとうございました。それでは質疑に入ります。 

（「なし」との声多数あり） 

  浅海 議長   なければ、質疑を終了いたします。 

          それでは、採決をいたします。 

          議案第２号について、現地調査班の報告のとおり決定することに、ご異議の

ない方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

  浅海 議長   全員賛成により、議案第２号は可決されました。 

  浅海 議長   続きまして、議案第３号特定生産緑地の指定について、審議番号１から審議番

号４６までを、議案の内容により一括審議としたいと思いますがご異議ありませ

んか。 

         （「異議なし」との声多数あり） 

浅海 議長   異議なしと認め、審議番号１から審議番号４６までを一括審議といたします。 

浅海 議長   事務局に議案の説明をお願いします。 

山田主任主事  議長 

浅海 議長   山田主任主事 

山田主任主事  議案書の５ページから１６ページまでをご覧ください。 
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議案第３号特定生産緑地の指定について、審議番号１から審議番号４６までを

一括して説明いたします。 

本案は、生産緑地法第１０条の４の規定により特定生産緑地の指定の申出があ

った生産緑地について、鎌ケ谷市生産緑地地区事務取扱要綱に基づき、鎌ケ谷市

長より意見を求められたものです。 

都市計画の告示を受けてから３０年が経過する生産緑地で、以後も良好な都市

環境の形成に資すると認められる農地が、当該指定の対象となります。 

特定生産緑地は、都市計画が新たに指定される令和４年１１月２４日から起算

して１０年間を指定期間とし、当該期間を経過した以降も、必要があると認めら

れる場合は、期間を延長することとしています。 

以上です。 

浅海 議長   現地調査の報告を求めます。 

鈴木 委員   議長 

浅海 議長   １０番、鈴木有光委員 

鈴木 委員    議案第３号特定生産緑地の指定について、審議番号１から審議番号４６までを

一括して報告いたします。 

        申請地は、審議番号１は、畑２筆、合計面積１２，６５８平方メートルの普通

畑及び樹園地で、審議番号２は、畑１筆、面積２，０００平方メートルの普通畑

で、審議番号３は、畑２筆、合計面積３，８７７平方メートルの普通畑で、審議

番号４は、畑５筆、合計面積５，８２３平方メートルの樹園地で、一部農業用倉

庫が含まれています。審議番号５は、畑１筆、面積９９１平方メートルの普通畑

で、審議番号６は、畑２筆、合計面積３，９２０平方メートルの樹園地で、審議

番号７は、畑１２筆、合計面積８，１８３．２５平方メートルの普通畑及び樹園

地で、一部収用による鉄道事業用地が含まれています。審議番号８は、畑６筆、

合計面積３，４１２平方メートルの普通畑で、審議番号９は、畑１筆、     

８，３３８平方メートルの樹園地で、審議番号１０は、畑３筆、合計面積    

５，１５０平方メートルの樹園地で、審議番号１１は、畑１３筆、合計面積   

２０，９６１平方メートルの樹園地で、審議番号１２は、畑３筆、合計面積   

２，４４８平方メートルの普通畑で、審議番号１３は、畑２筆、合計面積    

４７５平方メートルの樹園地で、審議番号１４は、畑１１筆、合計面積     

８，５４１平方メートルの普通畑及び樹園地で、審議番号１５は、畑６筆、合計

面積５，９０４平方メートルの普通畑及び植木の育成畑で、審議番号１６は、畑

６筆、合計面積５，７６９平方メートルの樹園地で、審議番号１７は、畑３筆、

合計面積１２，７４７平方メートルの樹園地で、審議番号１８は、畑１筆、面積

２，５５２平方メートルの普通畑で、審議番号１９は、畑７筆、合計面積    

６，０７３平方メートルの普通畑で、審議番号２０は、畑３筆、合計面積    

３，７７５平方メートルの普通畑及び樹園地で、審議番号２１は、畑１筆、面積
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１，５７６平方メートルの普通畑で、審議番号２２は、畑１筆、面積６０２平方

メートルの普通畑で、審議番号２３は、畑６筆、合計面積２，９１７平方メート

ルの普通畑で、審議番号２４は、畑３筆、合計面積４３５平方メートルの普通畑

で、審議番号２５は、畑３筆、合計面積１，０５８平方メートルの普通畑及び樹

園地で、審議番号２６は、畑１筆、面積３，７０６平方メートルの普通畑で、審

議番号２７は、畑３筆、合計面積５，１０６平方メートルの樹園地で、審議番号

２８は、畑３筆、合計面積５０５平方メートルの普通畑で、審議番号２９は、畑

１筆、面積４０５平方メートルの普通畑で、審議番号３０は、畑２筆、合計面積

５，７５８平方メートルの普通畑で、審議番号３１は、畑２筆、合計面積    

９，３０７平方メートルの普通畑で、審議番号３２は、畑３筆、合計面積    

４，０８０平方メートルの普通畑で、審議番号３３は、畑１筆、面積２，４３９

平方メートルの普通畑で、審議番号３４は、畑７筆、合計面積１９，２１０平方

メートルの普通畑で、審議番号３５は、畑５筆、合計面積９，２６５．１平方メ

ートルの普通畑及び酪農施設で、審議番号３６は、畑１筆、面積３，７０８平方

メートルの普通畑で、審議番号３７は、畑１８筆、合計面積１１，６５７平方メ

ートルの普通畑で、審議番号３８は、畑３筆、合計面積１，８３８平方メートル

の普通畑で、審議番号３９は、畑２筆、合計面積１，８１４平方メートルの普通

畑で、審議番号４０は、畑７筆、合計面積２，９７２．５８平方メートルの普通

畑及び樹園地で、審議番号４１は、畑１筆、面積１，０２８平方メートルの普通

畑で、審議番号４２は、畑７筆、合計面積４，５８８．８７平方メートルの普通

畑及び樹園地で、審議番号４３は、畑１筆、面積１，３８４平方メートルの樹園

地で、審議番号４４は、畑１１筆、合計面積１５，４７２平方メートルの普通畑

及び樹園地で、審議番号４５は、畑４筆、合計面積５，９６９平方メートルの樹

園地で、審議番号４６は、畑２筆、合計面積８５８平方メートルの普通畑として、

いずれも概ね管理及び耕作されていました。 

        つきましては、現地調査を行ったところ、一部管理が不十分な農地等も見受け

られましたが、概ね農地として適正に管理並びに耕作されていたものとして回答

することが適当であると思われますが、皆様のご審議の程よろしくお願いいたし

ます。 

        以上で報告を終わります。 

浅海 議長   ありがとうございました。それでは質疑に入ります。 

          （「なし」との声多数あり） 

浅海 議長   なければ、質疑を終了いたします。 

それでは、採決をいたします。 

議案第３号について、現地調査班の報告のとおり決定とすることにご異議のな

い方の挙手をお願いいたします。 

         （全員挙手） 
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浅海 議長   全員賛成により、議案第３号は可決されました。 

  浅海 議長   続きまして、議案第４号相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認

について、審議番号１から審議番号３までを、議案の内容により一括審議とした

いと思いますがご異議ありませんか。 

         （「異議なし」との声多数あり） 

浅海 議長   異議なしと認め、審議番号１から審議番号３までを一括審議といたします。 

浅海 議長   事務局に議案の説明をお願いします。 

山田主任主事  議長 

浅海 議長   山田主任主事 

山田主任主事  議案書の１７ページをご覧ください。 

議案第４号相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について、審

議番号１から審議番号３までを一括して説明いたします。 

本案につきましては、松戸税務署長より、２０年間の営農継続により納税猶予

が確定する農地等の利用状況についての確認依頼があったものです。 

農業委員会は現地を調査し、税務署へ回答することとなっています。 

なお、税務署への回答期限は令和元年１２月２６日です。 

以上です。 

浅海 議長   現地調査の報告を求めます。 

濵田 委員   議長 

浅海 議長   濵田光一推進委員 

濵田 委員    議案第４号相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について、審

議番号１から審議番号３までを一括して報告いたします。 

        審議番号１は、くぬぎ山地区の対象者の屋敷畑で、梨畑として適切に耕作され

ていました。審議番号２は、粟野地区の対象者の屋敷畑及び自宅周辺で、梨及び

普通畑として適切に耕作されていました。審議番号３は、北中沢地区の対象者の

屋敷畑で、普通畑として適切に耕作されていました。 

        いずれも、自ら所有し、自ら農地として使用しておりましたので問題はないも

のと判断しましたが、皆様のご審議の程よろしくお願いいたします。 

以上で報告を終わります。 

浅海 議長   ありがとうございました。それでは質疑に入ります。 

          （「なし」との声多数あり） 

浅海 議長   なければ、質疑を終了いたします。 

それでは、採決をいたします。 

議案第４号について、現地調査班の報告のとおり決定とすることにご異議のな

い方の挙手をお願いいたします。 

         （全員挙手） 

浅海 議長   全員賛成により、議案第４号は可決されました。 
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浅海 議長   続きまして、議案第５号農地法第３条第２項第５号の下限面積（別段の面積）

の設定について、を議題といたします。 

浅海 議長   事務局に議案の説明をお願いします。 

山田主任主事  議長 

浅海 議長   山田主任主事 

山田主任主事  議案書の１８ページをご覧ください。 

議案第５号農地法第３条第２項第５号の下限面積（別段の面積）の設定につい

て、を説明いたします。 

農地法第３条では、農地の所有権移転や貸し借りを行う場合は、譲受人の資格

要件として、北海道を除き、取得後の農地面積の合計が５０アール以上でなけれ

ばならないとされていますが、これを下限面積と言います。 

この下限面積にとらわれず、別段の面積を設定する場合は、農地法施行規則第

１７条第１項に基づき、自然的、経済的条件からみて営農条件がおおむね同一と

認められる地域であること、面積は１０アール単位で、１０アール以上であるこ

と、定めようとする面積未満での営農者が設定地域内の４０パーセントを下らな

いことと規定されています。 

また、第２項では遊休農地が多い場合に、新規就農促進の必要性がある場合の

特例が規定されています。 

なお、下限面積につきましては、国からの通知により、毎年設定又は修正の必

要性を検証し審議することとされています。 

当市の状況ですが、第１項関係は、市内の農家で５０アール以上の農地を耕作

している農家が、全農家の約７割を占めており、また、第２項関係につきまして

は、市内の遊休農地率が０．８パーセントと低い現状にあります。 

このことから、昨年に引き続き、対象地区を市内全域とし、下限面積を５０ア

ールとして別段の面積設定は必要ないものと判断いたしました。 

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

浅海 議長   それでは質疑に入ります。 

          （「なし」との声多数あり） 

浅海 議長   なければ、質疑を終了いたします。 

それでは、採決をいたします。 

議案第５号について、事務局の説明のとおり決定とすることにご異議のない方

の挙手をお願いいたします。 

         （全員挙手） 

浅海 議長   全員賛成により、議案第５号は可決されました。 

浅海 議長   以上で、本日の審議案件はすべて終了いたしました。 

          続きまして、報告事項を上程いたします。 

          第１号から第４号までを報告いたします。 
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  浅海 議長   事務局の報告をお願いいたします。 

田中主任主事  議長 

  浅海 議長   田中主任主事 

  田中主任主事  議案書の１９ページをご覧ください。 

          報告第１号農地法第３条の３第１項の規定による届出について２件につきま

しては、内容等に不備はありませんでしたので、事務局長専決により、これを

受理いたしました。 

続きまして、議案書の２０ページから２１ページまでをご覧ください。 

          報告第２号農地法第４条の規定による転用届出について１件、報告第３号農

地法第５条の規定による転用届出について５件の計６件につきましては、内容

及び添付書類等の不備はありませんでしたので、事務局長専決により、受理通

知書を交付いたしました。 

          続きまして、議案書の２２ページをご覧ください。 

          報告第４号引き続き農業経営を行っている旨の証明について１件につきまし

ては、事務局において現地調査を行ったところ、農地として耕作されていまし

たので、会長専決により証明書を発行いたしました。 

          以上です。 

  浅海 議長   ただいま報告があったとおりでございますのでご了承願います。 

  浅海 議長   これにて本定例総会に提出されました報告事項は、すべて終了いたしまし

た。 

以上で、令和元年（平成３１年）鎌ケ谷市農業委員会第１２回定例総会を閉

会いたします。 

 

          

閉会  午後４時４０分 
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以上、会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため次に署名する。 

 

                   令和２年１月１０日 

 

鎌ケ谷市農業委員会議長 浅海 博行 

 

鎌ケ谷市農業委員会委員 時田 將 

 

鎌ケ谷市農業委員会委員 石井 栄一 

 


